
東海財務局管内金融機関における
中小企業金融円滑化法に基づく
貸付条件の変更等の状況について

東 海 財 務 局

平成24年６月６日

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律第
96号。以下「法」という。）第２条に掲げる金融機関は、法第８条の規定に基づき、法施行
日（平成21年12月４日）から本年３月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を（５
月15日までに）行政庁に報告したところです。

今般、金融庁が、法第８条第３項の規定に基づき、当該報告の概要を公表したところです
が、東海財務局管内金融機関の貸付条件の変更等の状況について、以下のとおり取りまとめ
ましたので、これを公表いたします。

【お問い合わせ先】
財務省 東海財務局 金融監督第一課
ＴＥＬ：（０５２）９５１－２４９３



債務者が中小企業者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。3業態の合計では、実行率
①が97.7％、実行率②が93.6％となっています。

93.6%97.7%9,828
(1,764)

10,100
(2,271)

10,336
(2,188)

444,686
(95,890)

474,950
(102,120)

合計(68)

93.7%97.5%243
(43)

139
(28)

231
(40)

9,121
(2,065)

9,734
(2,178)

信用組合(16)

94.8%98.5%4,233
(701)

3,648
(662)

3,016
(543)

199,836
(35,195)

210,733
(37,104)

信用金庫(39)

92.6%97.1%5,352
(1,020) 

6,313
(1,581) 

7,089
(1,605) 

235,729
(58,630) 

254,483
(62,838) 

地域銀行(13)
※3

実行率②
※2

実行率①
※1

取下げ審査中謝絶実行申込み

※1 実行率①＝実行件数／（実行件数＋謝絶件数）。以下同じ。

※2 実行率②＝実行件数／申込み件数。以下同じ。

※3 地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行をいう。以下同じ。

※4 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。以下同じ。

※5 左端の欄中の括弧内は、本年３月末時点の東海財務局管内に本店を有する金融機関数。以下同じ。

※6 件数は、貸付債権ベース。以下同じ。

※ 計数は現時点の速報値であり、今後の精査により変動しうる。以下同じ。

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

１．債務者が中小企業者である場合



債務者が住宅資金借入者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。4業態の合計では、実
行率①が88.1％、実行率②が74.6％となっています。

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

74.6%88.1%3,267
(460)

763
(105)

2,657
(395)

19,679
(2,952)

26,366
(3,917)

合計(70)

71.6%84.7%150
(18)

35
(3)

155
(20)

858
(101)

1,198
(143)

労働金庫(2)

79.7%88.6%67
(7)

11
(1)

80
(11)

622
(79)

780
(100)

信用組合(16)

80.3%93.0%1,069
(137)

211
(29)

565
(78)

7,522
(1,006)

9,367
(1,251)

信用金庫(39)

71.1%85.2%1,981
(298)

506
(72)

1,857
(286)

10,677
(1,766)

15,021
(2,423)

地域銀行(13)

実行率②実行率①取下げ審査中謝絶実行申込み

２．債務者が住宅資金借入者である場合



【債務者が中小企業者である場合】

その他 40.7% 債務の弁済に

目処が立った

もの 53.3%

債務者に事業

継続の意思が

無く、申込み

を取り下げた

もの 6.1%

債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由は、下の円グラフのとおりです。「債務の弁済に目途が
立ったもの」は、債務者が中小企業者である場合には全体の約５割、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の
約７割を占めています。

【債務者が住宅資金借入者である場合】

その他 26.8%

債務の弁済に

目処が立った

もの 71.7%

債務者に返済

の意思が無

く、申込みを

取り下げたも

の 1.6%

３．債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由

※ 構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。



【債務者が中小企業者である場合】

その他 18.8%

事業について

の改善又は再

生の可能性が

低いと判断し

たもの 11.0%

申込み日から

３ヶ月経過し

て謝絶とみな

されたもの

70.2%

金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由は、下の円グラフのとおりです。「申込み日から３ヶ月経過して
謝絶とみなされたもの」は債務者が中小企業者である場合には全体の約７割、債務者が住宅資金借入者である場合に
も全体の約７割を占めています。

※ 構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。

注）「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの」であっても、その後、実行に至った場合には、その時点で「申込
み」「実行」に1件ずつ再計上することとされています。

（以 上）

【債務者が住宅資金借入者である場合】

その他 18.9%

貸付条件の変

更を行ったと

しても、債務

の弁済に目処

が立たないと

判断したもの

6.3%

申込み日から

３ヶ月経過し

て謝絶とみな

されたもの

74.7%

４．金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由



○23年12月末時点に引き続き、審査中の案件等を除いた実行の割合は9割を超える水準。

○申込み件数（累計）に占める実行件数の割合は増加傾向にあり、24年3月末で93.6％。　

　　（注）構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。

　※対象金融機関：地域銀行（13）、信用金庫（39）、信用組合（16）

○申込み件数（累計）に占める実行等の割合

管内68金融機関における金融円滑化法の施行状況（中小企業者向け）

○審査中・取下げを除いた実行率（実行件数/[実行件数+謝絶件数]）

○四半期毎の申込み件数は、22年1～3月期には約52千件、22年4～6月期・22年7～9月期にはそれぞれ
   約50千件、22年10～12月期には約51千件、23年1～3月期には約54千件、23年4～6月期には約50千件、
   23年7～9月期には約48千件、23年10～12月期には約51千件、24年1～3月期には約52千件。

○各期末までの申込み件数（累計）及びその処理状況
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+51,737



　　                 　（注）実行率は、各期間における実行件数と申込件数から算出したものです。

　　　　

管内68金融機関における金融円滑化法の施行状況（中小企業者向け）

○各期間における貸付条件変更等の申込件数等の推移
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○23年12月末時点に引き続き、審査中の案件等を除いた実行の割合は8割を超える水準。

○申込み件数（累計）に占める実行件数の割合は増加傾向にあり、24年3月末で74.6％。

　　（注）構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。

　※対象金融機関：地域銀行（13）、信用金庫（39）、信用組合（16）、労働金庫（2）

○申込み件数（累計）に占める実行等の割合

管内70金融機関における金融円滑化法の施行状況（住宅ローン向け）

○審査中・取下げを除いた実行率（実行件数/[実行件数+謝絶件数]）

○四半期毎の申込み件数は、22年1～3月期には約4.2千件、22年4～6月期には約3.4千件、22年7～9月期には約2.9千件、
   22年10～12月期には約2.4千件、23年1～3月期には約2.7千件、23年4～6月期には約2.8千件、23年7～9月期には
   約2.4千件、23年10～12月期には約1.9千件、24年1～3月期には約2.2千件。
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○各期末までの申込み件数（累計）及びその処理状況
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　           　  　（注）実行率は、各期間における実行件数と申込件数から算出したものです。

管内70金融機関における金融円滑化法の施行状況（住宅ローン向け）

○各期間における貸付条件変更等の申込件数等の推移
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